




安全監査結果及び措置内容
実施日 2024年4月初旬～6月下旬（複数回）
実施場所 各営業所（ドライブレコ ーダー映像を確認）
監査対象 関東ー関西線、東京ー広島線、東京—青森線、東京—福岡線、関西—福岡線等
監査員 運輸部職員
監査内容 運行中の服務規程及び社内ルールの遵守状況の確認

運転姿勢、料金所進入速度、シートベルト着用状況、SAPA駐車時の安全確認作業等
監査結果 概ね問題なく遵守されていた。

一部の運行において設定速度違反が確認されたため是正の指導を実施した。
ガイド席に着席時、運転士同士の不必要な会話が確認されたため是正の指導を実施した。
指導を必要とした者に対しては概ね2~3週間程度期間を空け、改善されているか再度確認した。

課題 安全を確実にするためルールであることをしっかリ意識し今後も “つい ・ うっかり ”という判断ミスによる
事故が起きないよう、高い意識を継続して持てるよう日々の点呼だけでなく
定例会議（運転士ミーティング）を活用し意見を求め運転士一人ひとリの理解度を深めていく必要がある。

内部監査結果及び措置内容
実施日 2024年6月5日（西東京営業所）•6日（千葉営業所）•7月18日・19日（福岡営業所）計4日間
実施場所 各営業所
監査対象 千葉営業所・西東京営業所・福岡営業所
監査員 運輸部課長
監査内容 安全運行管理と法令順守／教育指導実施状況

教育指導実施状況／労務管理等
監査結果 概ね問題なく実施できているが、一部帳票類の転記作業において滞っているケースが確認された。

個々の担務を超えて進捗状況を職員間で共有し遂行するよう指導した。
又、事故防止につながる案（ドラレコ活用、ハザードマップ作成等）は積極的に実施するよう通達した。

8．安全管理規定
当社「安全管理規程」は別紙のとおりです。

9．安全統括管理者
安全統括管理者
代表取締役 山下泰司

『旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項 の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項等』
（国土交通省告示第1337号）によリ 一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項 について

2024.9月30日現在
：事業者名 株式会社オー・ティー・ ピー

許可年度 平成29年
許可に付された条件の内容
営業所の名称 東示営業所 西東京営業所
営業所の所在都道府県名 東京都
1営業区域 東京都
バス協会等への加入状況 未加入

1貸切バス串ク臼乍メ全性評価認定
保有車両数 11両 1両

事 最古年式 平成25年11月 平成27年3月
業 最新年式 令和2年9月 平成27年3月
用 大型 平均車齢 8年 9年
自 ドライプレコーダー搭載 100% 100% 
動 デジタル式運行記録搭載 100% 100% 
車 ASV搭載車両数 100% 100% 

運行の態様 観光輸送 観光輸送

任意保険の加入状況 対人保険 無制限 無制限
対物保険 無制限 無制限
正規雇用 23名 7名

運転者 正規雇用外 0名 0名
平均勤続年数 8年 2年

運行管理者数 7名 3名
運行管理者補助者数 5名 3名
整備管理者数 1名 1名
整備管理者補助者数 12名 5名

運輸安全マネジメント 評価の実施状況 I 
（直近3年間） 民間指定期間における認定セミナーの受講状況 I 

10．処分内容、講じた措置等
東京営業所：令和6年3月7日から3月21日までの15日間道路運送法第10条（割戻しの禁止違反）
講じた措置：料金の請求（手数料）について見直しを図りました。

以上





年間教育計画　　　※(概ね二ヶ月に一度の実施)
主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況①(事故分析及び再発防止策）

事業用自動車を運転する場合の心構え

事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項

危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法①（故障、事故、事件時の対応について）

接客サービス・マナーの向上対策について

交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法（アンガーマネジメント教育を含む）

年末年始輸送安全総点検の実施項目について

運行管理規程、服務規律などの社内規程について

事業用自動車の構造上の特性①

安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法

ヒヤリ・ハット提出運動

健康管理の重要性(薬物防止・健康障害・睡眠について)

アルコールに対する教育(飲酒指導)

ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転

※4月～6月における各運転士の運転時ドライブレコーダーの映像を確認し、順次面談を実施する。

接客サービス・マナーの向上対策について　(車内アナウンス時の映像を確認し、指導）

運転者の運転適性に応じた安全運転（適性診断結果を基に指導）

春の交通安全実施項目について

危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法③　/　ヒヤリハットの映像を基にした危険予知トレーニング

事業用自動車の構造上の特性②　（適切な操作※狭路、内輪差、後退操作）

接客サービス・マナーの向上対策について　(基本・応用)

乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項について

旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項について

ヒヤリ・ハット提出運動

秋の交通安全実施項目について

主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況②（経路教育）

令和6年10月～令和7年9月

運転者からヒヤリ・ハットの報告、一般の方からの苦情の申出、または事故等の発生時において、ドライブレコーダー
の記録を使用し、運転者に運転特性を把握させ、指導を行う。

危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法②
（降雪時等異常気象時における安全運転※チェーン講習)

4月～6月

危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法④
※緊急時対応訓練（避難訓練、非常口開閉、非常用信号用具・消火器等の取扱い、応急救護等）

12月～1月

11月

5月～6月

4月 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき事項
（道路運送法、道路交通法、改善基準について）

10月

2月～3月

ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等を自社内で共有

7月～8月

9月

※適正診断は順次受診し、受診後指導する。
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